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議案12件・報告２件は原案の
とおり可決されました

 

議
案
第
71
号　

南
相
馬
市
税
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
個
人
住
民
税
に
お
け
る
住
宅

ロ
ー
ン
特
別
控
除
を
創
設
す
る
な

ど
、
必
要
な
改
正
を
行
う
も
の
。

【
主
な
内
容
】

《
市
民
税
関
係
》

１
． 

個
人
住
民
税
に
お
け
る
住
宅

ロ
ー
ン
特
別
控
除
の
創
設

⑴ 

対
象
者　

平
成
21
年
度
以
降
の

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
適
用
者
（
平
成
21
年
か
ら

平
成
25
年
ま
で
の
入
居
者
）

⑵ 

控
除
額　

所
得
税
か
ら
控
除

し
き
れ
な
か
っ
た
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
額
に
つ
い
て
、
当
該
年
分

の
所
得
税
の
課
税
所
得
等
の
額

に
100
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額

（
最
高
９
万
７
千
500
万
円
）
を

限
度
に
控
除

⑶
施
行
日　

平
成
22
年
１
月
１
日

２
． 

上
場
株
式
等
の
譲
渡
益
・
配

当
の
軽
減
税
率
の
延
長

⑴
施
行
日　

平
成
22
年
１
月
１
日

３
． 

土
地
等
の
長
期
譲
渡
所
得
の

特
別
控
除
制
度
の
創
設

⑴
施
行
日　

平
成
22
年
４
月
１
日

《
固
定
資
産
税
関
係
》

１
． 

土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の

負
担
調
整
措
置
の
継
続

⑴ 

施
行
日　

公
布
の
日
（
平
成
21

年
４
月
１
日
か
ら
適
用
）

議
案
第
72
号　

南
相
馬
市
税
特
別

措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て

　

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域

の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第

10
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税

に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合

等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
適
用
期
間
を
延
長
す
る
た

め
、
必
要
な
改
正
を
行
う
も
の
。

【
主
な
内
容
】

１
．
適
用
期
間
の
延
長

⑴ 

適
用
期
間　

平
成
21
年
３
月
31

日
ま
で
⇩
平
成
23
年
３
月
31

日
ま
で

⑵ 

施
行
日　

公
布
の
日
（
平
成
21

年
４
月
１
日
か
ら
適
用
）

議
案
第
73
号　

南
相
馬
市
都
市
計

画
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て

議
案
と
そ
の
結
果
　

６
月
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た

議
案
12
件
、
報
告
２
件
は
原
案

の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
土
地
に
係
る
都
市
計
画
税
の

負
担
調
整
措
置
を
継
続
す
る
た

め
、
必
要
な
改
正
を
行
う
も
の
。

【
主
な
内
容
】

１
．
負
担
調
整
措
置
の
継
続

⑴ 

平
成
21
年
度
か
ら
平
成
23
年
度

ま
で
の
土
地
に
係
る
固
定
資

産
税
の
負
担
調
整
措
置
に
つ

い
て
継
続
す
る
。

⑵ 

負
担
水
準
が
一
定
割
合
未
満
の

土
地
に
つ
い
て
、
前
年
度
課

税
標
準
額
に
評
価
額
の
５
％

を
加
算
す
る
。

２
． 

施
行
日　

公
布
の
日
（
平

成
21
年
４
月
１
日
か
ら
適

用
）

議
案
第
74
号　

南
相
馬
市
国
民
健

康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
介
護
納
付
金
に
係
る
課
税
限

度
額
等
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、

国
民
健
康
保
険
税
の
あ
ん
分
率
の

基
礎
数
値
の
確
定
に
伴
い
、
課
税

額
を
改
定
す
る
た
め
、
必
要
な
改

正
を
行
う
も
の
。

【
主
な
内
容
】

⑴ 

課
税
限
度
額　

68
万
円
を
69
万

円
に
引
き
上
げ

⑵ 

施
行
日　

公
布
の
日
（
平
成
21

年
４
月
１
日
か
ら
適
用
）

議
案
第
75
号　

南
相
馬
市
国
民
健

康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
制
定
に
つ
い
て

　

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
を

引
き
上
げ
る
特
例
措
置
を
設
け
る
た

条
例
な
ど

◆課税限度額

区　　　分 改正後 現　行

医療分 47 万円 47 万円

後期高齢者
支援金分 12 万円 12 万円

介護分 10万円 9 万円

計 69万円 68 万円

◆調定額の比較
改正後 現　行 増　減

１人
当たり

１世帯
当たり

１人
当たり

１世帯
当たり

１人
当たり

１世帯
当たり

医 療 分 60,458 円 117,705 円 58,460 円 117,786 円 1,998 円 △ 81 円

後期高齢者支援金分 18,659 円 36,327 円 18,695 円 37,667 円 △ 36 円 △ 1,340 円

介 護 分 20,129 円 26,829 円 20,449 円 27,471 円 △ 320 円 △ 642 円

計 99,246 円 180,061 円 97,604 円 182,924 円 1,642 円 △ 2,063 円



3 　　市議会だより　　みなみそうま

め
、
必
要
な
改
正
を
行
う
も
の
。

【
主
な
内
容
】

１
．
出
産
育
児
一
時
金
の
引
き
上
げ

⑴
対
象
者　

平
成
21
年
10
月
か
ら

 　

平
成
23
年
３
月
ま
で
の
間
に
出

　

 

産
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険

者
だ
っ
た
者

⑵
支
給
額　

35
万
円
⇩
39
万
円

　

（
４
万
円
引
き
上
げ
）

　

 

※
産
科
医
療
補
償
制
度
に
加
入

し
て
い
る
病
院
・
診
療
所
等

で
出
産
し
た
場
合
は
３
万
円

加
算
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
場

合
の
支
給
額
は
「
42
万
円
」

と
な
る
。

２
．
施
行
日　
平
成
21
年
10
月
１
日

 

議
案
第
79
号
〜
第
82
号　

人
権
擁

護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

小
林　

清
子　

原
町
区　

新
任

　

高
田　

求
幸　

原
町
区　

再
任

　

星
見　

全
英　

原
町
区　

再
任

　

山
田　

耕
二　

鹿
島
区　

新
任

　

平
成
21
年
第
３
回
臨
時
会
は
、

５
月
26
日
に
開
か
れ
ま
し
た
。
本

臨
時
会
で
は
、議
案
10
件（
条
例
関

係
５
件
、予
算
関
係
２
件
、契
約
関

係
２
件
、そ
の
他
１
件
）、
報
告
１

件（
専
決
処
分
２
件
）
が
審
議
さ

れ
、
す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

第
三
回
臨
時
会

議
案
第
61
号　

南
相
馬
市
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

　

福
島
県
人
事
委
員
会
勧
告
に
準

じ
、
一
般
職
員
及
び
再
任
用
職
員

の
平
成
21
年
６
月
の
期
末
手
当
及

び
勤
勉
手
当
の
支
給
月
数
の
一
部

を
暫
定
的
に
凍
結
す
る
た
め
、
必

要
な
改
正
を
行
う
も
の
。

【
主
な
内
容
】

⑴ 

期
末
手
当
の
支
給
月
数
の
一
部

凍
結

・ 
一
般
職
員　

支
給
月
数
１
．40

月
を
１
．25
月
と
す
る（
０
．15

月
分
凍
結
）
。

・ 

再
任
用
職
員　

支
給
月
数

０
．75
月
を
０
．70
月
と
す
る

（
０
．05
月
分
凍
結
）
。

⑵ 

勤
勉
手
当
の
支
給
月
数
の
一
部

凍
結

・ 

一
般
職
員　

支
給
月
数
０
．75

月
を
０
．70
月
と
す
る（
０
．05

月
分
凍
結
）
。

・ 

再
任
用
職
員　

支
給
月
数

０
．35
月
を
０
．30
月
と
す
る

（
０
．05
月
分
凍
結
）
。

⑶
施
行
日　

公
布
の
日

※
今
回
の
措
置
に
よ
る
凍
結
分
に

相
当
す
る
期
末
・
勤
勉
手
当
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
人

事
委
員
会
が
別
途
勧
告
す
る
必
要

な
措
置
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ
と

と
す
る
。
（
議
会
議
員
、
特
別

職
、
教
育
長
の
期
末
手
当
に
つ
い

て
も
同
様
と
す
る
。
）

議
案
第
62
号　

議
会
議
員
の
議
員

報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

議
案
第
63
号　

特
別
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
64
号　

教
育
長
の
給
与
、

勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
制
定
に
つ
い
て

　

福
島
県
人
事
委
員
会
勧
告
に
準

じ
、
平
成
21
年
６
月
の
期
末
手
当

の
支
給
月
数
の
一
部
を
暫
定
的
に

凍
結
す
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を

行
う
も
の
。

【
主
な
内
容
】

⑴
期
末
手
当
の
支
給
割
合
の
変
更

・
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員

　

 

支
給
月
数
１
．60
月
を
１
．45
月

と
す
る（
０
．15
月
分
凍
結
）
。

・
市
長
、
副
市
長

　
 

支
給
月
数
１
．60
月
を
１
．45
月

と
す
る（
０
．15
月
分
凍
結
）
。

・
教
育
長

　

 

支
給
月
数
１
．60
月
を
１
．45
月

と
す
る（
０
．15
月
分
凍
結
）
。

⑵
施
行
日　

公
布
の
日

議
案
第
65
号　

平
成
20
年
４
月
１

日
か
ら
平
成
21
年
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
お
け
る
市
長
、
副
市
長
及

び
教
育
長
の
給
料
の
減
額
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

制
定
に
つ
い
て

　

小
高
区
に
お
け
る
固
定
資
産

税
に
係
る
課
税
誤
り
に
対
す
る

監
督
者
責
任
と
し
て
、
平
成
21

年
６
月
１
日
か
ら
８
月
31
日
ま

で
の
間
、
市
長
の
給
料
月
額
の

10
分
の
１
を
減
額
す
る
た
め
、

必
要
な
改
正
を
行
う
も
の
。

【
主
な
内
容
】

⑴
市
長
の
給
料
月
額
の
減
額

　

 

市
長
の
給
料
月
額
を
、
平
成

21
年
６
月
か
ら
８
月
ま
で
の

３
ヶ
月
間
、
改
正
前
の
減
額

条
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
か

ら
さ
ら
に
10
％
減
額
す
る
。

・
特
別
職
給
与
条
例
の
支
給
額

100
万
円

・
減
額
条
例
に
よ
る
減
額
後85万

円

（
15
％
減
額
）

・
本
条
例
に
よ
る
減
額
後

76
万
５
千
円

（
さ
ら
に
10
％
減
額
）

反
対
討
論　

本
来
徴
収
さ
れ
る

べ
き
２
千
100
万
円
強
の
税
収
に

つ
い
て
、
市
民
が
損
な
っ
た
税
収

を
何
ら
か
の
形
で
対
応
を
す
べ

き
と
思
う
。
市
長
の
給
料
減
額

25
万
５
千
円
で
済
む
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
と
思
い
、
こ
の
件

に
つ
い
て
再
提
案
を
求
め
、
反
対

す
る
。

　

市
長
が
、
監
督
責
任
を
感
じ
自

ら
に
対
し
処
分
を
科
す
の
で
あ
れ

ば
、
副
市
長
に
つ
い
て
も
、
自
主

返
納
で
は
な
く
応
分
の
処
分
が

あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と
思
う
。
対

応
に
疑
問
が
残
る
こ
と
か
ら
反
対

す
る
。

賛
成
討
論　

今
回
の
件
は
、
合
併

前
か
ら
小
高
区
は
鹿
島
・
原
町
と

異
な
っ
た
評
価
を
し
て
い
た
こ
と

が
背
景
に
あ
り
、
減
免
の
判
断
は

十
分
理
解
で
き
る
。
市
長
・
副
市

長
の
対
応
は
適
切
で
あ
っ
た
と
考

え
賛
成
す
る
。

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
原
案

の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

議
案
第
68
号　

工
事
請
負
契
約
の

締
結
に
つ
い
て

【
主
な
内
容
】

⑴
契
約
の
目
的

　

 

広
域
消
防
小
高
分
署
建
築
主
体

及
び
小
高
区
役
所
屋
外
付
帯
整

備
工
事

⑵
契
約
の
相
手
方

　

株
式
会
社
中
里
工
務
店

⑶
契
約
の
金
額　
　
２
億
475
万
円

議
案
第
69
号　

工
事
請
負
契
約
の

締
結
に
つ
い
て

【
主
な
内
容
】

⑴
契
約
の
目
的

　

 

原
二
小
屋
内
運
動
場
改
築
建
築

主
体
工
事

⑵
契
約
の
相
手
方

　

庄
司
建
設
工
業
株
式
会
社

⑶
契
約
の
金
額

２
億
４
千
990
万
円




